
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国各地の収集車や廃棄物処理施設において、リチウムイオン電池等を原因とする

火災が発生していることを受け、集積場所での分別収集を開始します。 

  ※公共施設や販売店等に設置している回収缶については、今後も継続してご利用いただけます。 

  

１ 開始時期 

令和７年 12 月１日（月）から 

 

２ 出し方 

  週２回の燃やすごみの日に「電池類」として一つの袋に入れてお出しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※可能な限り電池を使い切り、端子部にテープ等を貼って絶縁をしてください。 

※バッテリーの取り外せない小型家電（手持ち扇風機、携帯ゲーム機など）は、同じ日に「別の袋」

でお出しください。 

 

３ 対象 

  家庭から出るすべての電池類 

  例：モバイルバッテリー・電動自転車のバッテリー・ボタン電池など 

  【注意】膨張・破損したものやポータブル電源については、各区の資源循環局収集

事務所にお持ち込みください。 

お問合せ先 

資源循環局業務課長  石川 巖道  Tel 045-671-2532 

令 和 ７ 年 ９ 月 1 9 日 
資 源 循 環 局 業 務 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

  リチウムイオン電池等の収集を開始します！ 


